
テナントオーナーの皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが減少している
テナントに対して、賃料を減額しているオーナーのうち
以下に掲げる条件を満たす法人及び個人

①中小企業基本法に規定する中小企業者であること(個人事業主含む)
② 所有している港区内の物件 (店舗・事務所等)を
賃貸借契約もしくは転貸借契約に基づき提供していること

③ オーナーとテナントが同一（法人の場合は代表者または役員）でないこと
ほか

助成金額 減額した賃料の２分の１（１物件・１か月当たり上限15万円）

助成対象期間 令和２年４月から９月分の賃料のうち最大３か月分

申請受付期間 令和２年６月１日（月）～９月15日（火）

申請方法 申請用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送してください。

区は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により
店舗や事務所等の賃料を減額しているオーナー（賃貸人）に対して
減額した賃料の一部を助成します

港区店舗等賃料減額
助成金交付制度のご案内

助成対象者

制度の詳細は
港区ホームページをご覧ください

港区 産業・地域振興支援部
産業振興課 経営相談担当

問合せ 03-3578-2459
土日・祝日除く 8:30～17:15
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